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�
�
記
載
が
な
い
場
合
の
�
�
時
�
は
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
午
�
�
時
30
分
～
午
後
５
時
で
す
。
申
込
み
の
記
載
が
な
い
場
合
は
直
接
会
場
へ
。
費
用
の
記
載
が
な
い
場
合
は
無
料
で
す
。

　
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
を
促
進
し
、
自
転
車
事
故
に
よ
る
被
害
を
減
ら

す
た
め
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
を
補
助
し
ま
す
。

対
　
象
　
次
の
①
～
③
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
方

① 

市
内
在
住
の
18
歳
以
下
（
平
成
17
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
）

お
よ
び
65
歳
以
上
（
昭
和
34
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
）
の
方

② 

令
和
５
年
４
月
１
日
㈯
～
令
和
６
年
３
月
31
日
㈰
に
安
全
基
準
に

適
合
す
る
認
証
マ
ー
ク
付
き
の
新
品
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
購
入
し
た
方

③
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
方

補 

助
金
額
　
ヘ
ル
メ
ッ
ト
１
個
に
つ
き
２
０
０
０
円
（
購
入
金
額
が

２
０
０
０
円
未
満
の
場
合
は
購
入
金
額
）
※
１
人
１
個
１
回
限
り

申 

請
方
法
　
令
和
６
年
３
月
29
日
㈮
ま
で
に
「
申
請
書
兼
請
求
書
」

と
必
要
書
類
を
、
直
接
ま
た
は
郵
送
（
郵
送
の
場
合
は
令
和
６

年
３
月
31
日
㈰
ま
で
〈
当
日
消
印
有
効
〉)

で
防
災
安
全
課
へ

※
18
歳
以
下
の
場
合
は
、
原
則
、
保
護
者
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
必
要
書
類
〉

□
購
入
日
、
購
入
店
名
、
金
額
の
記
載
が
あ
る
領
収
書
な
ど
の
原
本

□ 

安
全
基
準
の
認
証
マ
ー
ク
が
わ
か
る
も
の
（
保
証
書
、
取
扱
説

明
書
な
ど
の
安
全
基
準
の
認
証
が
わ
か
る
部
分
）
の
写
し

□
申
請
者
の
公
的
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
の
写
し

□
振
込
先
の
口
座
が
確
認
で
き
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）
の
写
し

※ 

申
請
書
兼
請
求
書
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

領
収
書
な
ど
を
紛
失
し
た
方
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

申 

込
み
・
問
合
せ
　
〒
２
０
５

－

８
６
０
１
（
所
在
地
記
載
不
要
）

羽
村
市
防
災
安
全
課
防
犯
・
交
通
安
全
係
内
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あ
な
た
の
ア
イ
デ
ア
や
夢
を
実
現
し
、
新
た
な
ビ
ジ

ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
形
に
し
ま
せ
ん
か
。

対 

　
象
　
市
内
で
新
た
に
創
業
す
る
方
、
創
業
後
５
年

未
満
の
方
、
第
二
創
業
を
行
う
方

� 

�
�
�
�
�
す
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
で
�
�
�
す
�
�

� 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
後
10
�
�
�
の
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
で
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
で
��
�
�
�
�
�
�
分

�
�
の
�
分
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
分
�
�

�
�
�
�
�

� 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
は
�
�
�
な
�
�
�
�
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
な
�
�
す
。

対
象
経
費

⑴ 

創
業
に
必
要
な
官
公
庁
へ
の
申
請
書
類
作
成
な
ど
に

係
る
経
費

⑵ 

事
業
所
等
借
入
費

⑶ 

設
備
費
（
第
二
創
業
の
場
合
は
、
廃
業
に
係
る
経

費
を
含
む
）

⑷
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
費

⑸
広
報
費

※ 

実
績
報
告
時
ま
で
に
、
認
定
特
定
創
業
支
援
事
業

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

審 

査
方
法
　
次
の
観
点
か
ら
書
類
審
査
・
面
接

　
①
事
業
の
実
現
性
　
　
② 
事
業
の
独
創
性

　
③ 

事
業
の
収
益
性
　
　
④ 
事
業
の
継
続
性

　
⑤
羽
村
市
ら
し
さ
が
あ
る
か

採
択
件
数
　
２
件
程
度
（
予
定
）

助 

成
率
・
上
限
額
　
対
象
経
費
（
税
抜
）
の
３
分
の
２
、

上
限
50
万
円

申 

　
請
　
７
月
18
日
㈫
～
８
月
31
日
㈭
に
、
直
接
、
市

役
所
西
分
室
２
階
産
業
振
興
課
へ

※ 

必
要
書
類
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

交
付
決
定
時
期
　
９
月
下
旬
（
予
定
）

　
創
業
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
申
請
の
た
め
の
事
業

計
画
書
の
作
成
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

※ 

左
記
の
「
第
３
回
創
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー
」
が
参
考
に

な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
産
業
振
興
課
商
工
観
光
係
内

656

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費 

一
部
を
補
助
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羽
村
市
で
の
創
業
を
応
援
し
ま
す
！ 

創
業
支
援
補
助
金

　　　　　������い���������
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 対 象 　���������
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こう
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じ

�����������
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第 3回創業支援セミナー　

創業者向け！事業計画策定セミナー

～未来を描いて成功をつかもう！～
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就
職
に
必
要
な
資
格
や
技
能
を
取
得
す
る
た
め
の
講
座
を

受
講
す
る
場
合
、
修
了
後
に
受
講
費
用
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

対 

　
象
　
市
内
在
住
で
、
20
歳
未
満
の
子
ど
も
を
養
育
し
て

い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
で
、
次
の
⑴
～
⑶
の
全
て
に
当

て
は
ま
る
方

⑴ 

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
同
等
の
所

得
水
準
に
あ
る
方

⑵ 

就
職
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
当
該
講
座
の
受
講
が
必
要
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

⑶
過
去
に
こ
の
給
付
金
を
受
給
し
て
い
な
い
方

対 

象
講
座
　
医
療
事
務
・
介
護
職
員
初
任
者
研
修
・
調
理
師

な
ど
、
雇
用
保
険
法
等
に
よ
る
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
・

特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
・
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付

金
の
指
定
教
育
訓
練
講
座

対
象
期
間

　
上
限
４
年
間

支
給
額

　
受
給
資
格
の
区
分
に
応
じ
た
次
の
金
額

① 

受
講
開
始
日
に
、
雇
用
保
険
の
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
…
受
講
費
用
の
60
％
（
上

限
設
定
あ
り
）

② 

受
講
開
始
日
に
、
雇
用
保
険
の
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
…
受
講
費
用
の
60
％
か
ら
、

雇
用
保
険
の
教
育
訓
練
給
付
金
の
額
を
差
し
引
い
た
額

　
養
成
機
関
で
次
の
資
格
を
取
得
す
る
場
合
に
、
生
活
費
の

負
担
軽
減
の
た
め
に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

対 

　
象
　
市
内
在
住
で
、
20
歳
未
満
の
子
ど
も
を
養
育
し
て

い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
で
、
次
の
⑴
～
⑷
の
全
て
に
当
て

は
ま
る
方

⑴ 

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
同
等
の
所

得
水
準
に
あ
る
方

⑵ 

養
成
機
関
で
６
か
月
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業
す
る

こ
と
で
、
資
格
取
得
が
見
込
め
る
方

⑶ 

仕
事
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が
困
難
な
状
況
に
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
方

⑷ 

過
去
に
、
同
じ
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
（
旧
・
高
等
技
能

訓
練
促
進
費
）
を
受
給
し
て
い
な
い
方

対 

象
資
格

　
看
護
師
・
准
看
護
師
・
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法

士
・
理
容
師
・
美
容
師
・
デ
ジ
タ
ル
分
野
の
民
間
資
格
な
ど

※ 

介
護
福
祉
士
・
保
育
士
の
資
格
取
得
を
考
え
て
い
る
方
は
、

公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）
の
求
職
者
支
援
制

度
の
活
用
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
期
間

　
修
業
す
る
期
間
（
上
限
４
年
間
）

支
給
内
容

①
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
（
月
額
）

□ 

市
・
都
民
税
非
課
税
世
帯
…
10
万
円
（
修
了
ま
で
の
最
後

の
12
か
月
…
14
万
円
）

□ 

市
・
都
民
税
課
税
世
帯
…
７
万
５
０
０
円
（
修
了
ま
で
の

最
後
の
12
か
月
…
11
万
５
０
０
円
）

②
訓
練
修
了
支
援
給
付
金

□
市
・
都
民
税
非
課
税
世
帯
…
５
万
円

□
市
・
都
民
税
課
税
世
帯
…
２
万
５
０
０
０
円

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
お
よ
び
子
ど
も
の
学
び
直
し
を
支
援

し
、
よ
り
良
い
条
件
で
就
職
で
き
る
よ
う
、
高
等
学
校
卒
業

程
度
認
定
試
験
合
格
の
た
め
の
講
座
受
講
費
用
の
一
部
を
支

給
し
ま
す
。

対 

　
象
　
最
終
学
歴
が
中
学
校
卒
業
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
親

お
よ
び
児
童
で
、
次
の
⑴
⑵
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方

⑴ 

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
、
ま
た
は
同
等
の
所
得

水
準
に
あ
る
方

⑵ 

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
20
歳
未
満
の
児

童
で
、
親
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
、
ま
た
は

同
等
の
所
得
水
準
に
あ
る
方

支
給
額

　
最
大
で
受
講
費
用
の
90
％
（
上
限
15
万
円
）

　
ど
の
事
業
も
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。
受
講
・
入
学
の
１

か
月
前
ま
で
に
、
電
話
で
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
係

に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。
事
前
相
談
に
は
、
受
講
す
る
講
座

の
資
料
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ひ
と
り
親
家
庭
（
母
・
父
）
の
自
立
を
応
援
し
ま
す
！
　
　
　
　
　
　
　
　
問
合
せ

　

　
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業

　
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業

　
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

　
合
格
支
援
事
業

　
共
通
事
項 

・ 

申
込
方
法

TOPIC
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